
 
安比地熱株式会社「安比地熱発電所（仮称）設置計画 
環 境 影 響 評 価 準 備 書 」 に 対 す る 勧 告 に つ い て 

 
平成２９年１０月１０日 
経 済 産 業 省 
商 務 情 報 政 策 局 
産 業 保 安 グ ル ー プ 

 

本日、電気事業法第４６条の１４第１項の規定に基づき、安比地熱株式会社「安

比地熱発電所（仮称）設置計画環境影響評価準備書」について、安比地熱株式会社

に対し、環境保全の観点から勧告を行った。 

勧告内容は、別紙のとおり。 
 
（参考）当該地点の概要 
１．計画概要 

   場    所：岩手県八幡平市 
   原動力の種類：汽力（地熱） 
   出    力：１４，９００キロワット 
 
２．これまでの環境影響評価に係る手続 

  ＜環境影響評価配慮書＞ 

計 画 段 階 環 境 配 慮 書 受 理 平成２７年１０月２８日 

環 境 大 臣 意 見 受 理 平成２７年１２月２５日 

経 済 産 業 大 臣 意 見 発 出 平成２８年 １月 ７日 

 
  ＜環境影響評価方法書＞ 

環 境 影 響 評 価 方 法 書 受 理 平成２８年 ３月３０日 

意 見 の 概 要 等 受 理 平成２８年 ５月２５日 

岩 手 県 知 事 意 見 受 理 平成２８年 ８月 ４日 

経 済 産 業 大 臣 通 知 発 出 平成２８年 ８月１８日 

 
  ＜環境影響評価準備書＞ 

環 境 影 響 評 価 準 備 書 受 理 平成２９年 ４月２５日 

意 見 の 概 要 等 受 理 平成２９年 ６月２２日 

岩 手 県 知 事 意 見 受 理 平成２９年 ９月１３日 

環 境 大 臣 意 見 受 理 平成２９年 ９月２６日 

経 済 産 業 大 臣 勧 告 発 出 平成２９年１０月１０日 

 
問い合わせ先：電力安全課 高須賀、松浦 

電話：０３－３５０１－１７４２（直通） 



 
別 紙 

 

１．総論 

事業実施に当たっては、以下の取組を行うこと。 

① 冷却塔から排出される硫化水素による植生への影響や冷却塔から排出される

蒸気による樹木への着氷影響について予測・評価を行っているものの、それら

の影響が発現する条件やプロセスに関して不明な点があり、予測・評価の結果

に不確実性は残ると考えられることから、事後調査を実施すること。また、環

境保全措置に位置付けられている植物の移植等に係る環境監視を適切に実施す

ること。さらに、これらの結果を踏まえ、必要に応じて、追加的な環境保全措

置を講ずること。  

② 上記の追加的な環境保全措置の具体化に当たっては、これまでの調査結果や

専門家等の助言を踏まえて、措置の内容が十全なものとなるよう客観的かつ科

学的に検討すること。また、検討のスケジュールや方法、専門家等の助言、検

討に当たっての主要な論点及びその対応方針等を公開し、透明性及び客観性を

確保すること。 

③ 上記事後調査及び環境監視は確実に実施し、本事業による環境影響を分析し、

判明した環境の状況に応じて講ずる環境保全措置の内容、効果及び不確実性の

程度について報告書として取りまとめ、公表すること。 

④ 施設供用後、長期的には、生産井又は還元井の機能低下した場合の補充井掘

削が計画されていることから、それに伴う追加的な環境影響が懸念される。そ

のため、生産井及び還元井については、付着したスケールの浚渫及びサイドト

ラック掘削等により、できる限り長く維持すること。 

⑤ 地熱発電に用いる蒸気・熱水と温泉との関係や冷却塔から排出される硫化水

素や蒸気による植生等への影響も含め、地熱発電事業の環境影響については十

分に解明されていない点もあることから、本意見に基づく措置等を講ずる際に

は、最新の知見及び先行事例の知見を反映させること。 

 

２．各論 

（１）温泉に係る環境影響 

対象事業実施区域の周辺には温泉が位置しているが、本事業の実施による地熱

発電に用いる蒸気・熱水と温泉との関係については、十分に解明されていない点

もある。そのため、温泉への影響の有無の確認方法を明確にし、温泉の温度・湧

出量・成分に関する環境監視を継続的に実施すること。また、環境監視の結果、

本事業の実施による温泉への影響が確認された場合には、影響を回避する適切な

措置を講ずること。 

  なお、環境監視の結果については、地元関係者に定期的に情報提供するととも

に、本事業の実施による影響が確認された場合の対応について地元関係者と協議

し認識共有を図ること。 

 

 

 



 

（２）植物に係る環境影響 

  本事業の実施により、対象事業実施区域周辺の植生等について、冷却塔から排

出される硫化水素による植生への影響や、冷却塔から排出される蒸気による樹木

への着氷影響が懸念される。 

そのため、当該影響に関する事後調査を確実に行い、本事業による影響が確認

された場合は、植生等への影響を回避又は極力低減する適切な措置を講ずること。

特に、対象事業実施区域の周辺には特定植物群落に指定されているオオシラビソ

群落等の自然度の高い植生が存在していることから、当該植生への影響に留意す

ること。 

 

(３) 水環境等に係る環境影響 

本事業では最大５４ｔ／ｈの冷却水を難透水層上部の比較的浅部に還元するこ

ととされており、還元された冷却水の温度による地下水及び河川への影響や熱水

採取箇所から離れた場所で冷却水を還元することによる地熱貯留層等への影響に

ついては、十分に解明されていない点もある。このため、排水前に冷却水の水質、

温度、ｐＨ等を定期的に確認するとともに、下流の袰部沢及び小智恵ノ沢におけ

る水温と流量の環境監視を継続的に実施し、本事業による影響が確認された場合

は、例えば、還元する冷却水の温度調整や還元する位置・深さの変更等、環境影

響を低減するための適切な環境保全措置を講ずること。 

 

（４）人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響 

本事業に伴い通行が不可能となる山道については、付替え路等の代替経路を確

保するとともに、付替え路等の整備に係る環境影響評価を適切に実施し、必要な

環境保全措置を講ずること。 

  

本事業の実施に当たっては、以上の措置を適切に講ずるとともに、その旨を環境

影響評価書に記載すること。 

 


